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特定建設工事共同企業体の競争参加資格に関する公示 

 工事の競争契約の参加資格を得ようとする特定建設工事共同企業体の申請方

法等について、次のとおり公示します。 

令和８年７月 10 日 

支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫 

１ 工事概要 

(1) 工 事 名 札幌刑務所職員宿舎新営（建築）工事

(2) 工事場所 北海道札幌市東区東苗穂２条 1-5-1

(3) 敷地面積 293,725.72 ㎡（宿舎敷地面積）

(4) 工事内容

ア 棟 名 ① 職員宿舎（１）

建物用途：職員宿舎、構造・階数：ＲＣ造７階（一部Ｗ造）、建築

面積：1,043 ㎡、延べ面積：6,373 ㎡、工事種別：新築 

イ 棟 名 ② 職員宿舎（２）

建物用途：職員宿舎、構造・階数：ＲＣ造７階（一部Ｗ造）、建築

面積：1,043 ㎡、延べ面積：6,373 ㎡、工事種別：新築 

ウ 棟 名 ③ 物置

建物用途：倉庫、構造・階数：ＲＣ造１階（一部Ｗ造）、建築面積

：710 ㎡（12 棟合計）、延べ面積：710 ㎡（12 棟合計）、工事種別

：新築 

エ 工事種目 建築一式工事

オ そ の 他 工作物（ゴミステーション（既製品））、外構、取壊し

カ 工事範囲 上記の全て（詳細は入札説明書による。）

(5) 工期

令和 12 年１月 31 日まで（休止期間：令和８年 12 月１日から令和９年３

月 31 日及び令和９年 12 月１日から令和 10 年３月 31 日とし、休止期間中

における監理技術者の専任は不要とする。なお、休止期間中の共通費の費

用については別途とする。） 

(6) 使用する主要な資機材

コンクリート約 13,703 ㎥、鉄筋約 2,176ｔ、鉄骨約 180ｔ（杭）、ガラ
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ス約 2,468 ㎡

２ 資格審査申請の時期及び場所 

(1) 申請期間 令和８年７月 10 日から令和８年７月 29 日までの行政機関の

休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第１条に規定する行政機関の

休日を除く毎日、午前 10 時から午後５時まで（ただし、期間の最終日は午

後３時までとする。）に提出場所へ持参又は郵送すること。 

(2) 提出場所

〒100-8977 東京都千代田区霞が関１－１－１

法務省大臣官房施設課経理係 

電話 03-3592-7027 

３ 特定建設工事共同企業体の構成 

(1) 特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）の構成員は、

法務省の令和７・８年度における建築一式工事の一般競争参加資格の認定

を受けていること(会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条に基づき

更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第

225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手

続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再

認定を受けていること。）。 

(2) 法務省の令和７・８年度における建築一式工事の一般競争参加資格の認

定を受ける際に、算出して得た総合数値が、共同企業体の代表者となる構

成員においては、1,200 点以上の者とし、共同企業体の代表者以外の構成

員においては、１者を 1,150 点以上、１者を 1,000 点以上の者とする。 

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事

再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(1)の再認定

を受けた者を除く｡)でないこと。 

４ 構成員の要件 

(1) 構成員の技術的要件等

ア 平成 23 年度以降に、建築一式工事の元請として完成引渡しが完了し

た、当該工事と同種又は類似の工事（地業工事の着手から完成まで）の

施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が

20％以上の場合のものに限る。)。 

イ 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）上の建築工事業につき、許可を受
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けてからの営業年数が５年以上であること。ただし、相当の施工実績を

有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合には、許

可を受けてからの営業年数が５年未満であっても、これを同等として取

り扱う。 

ウ 主任技術者又は監理技術者（監理技術者にあっては、監理技術者資格

者証及び監理技術者講習修了証を有する者）を当該工事に専任で配置で

きる共同企業体であること。 

(2) 構成員の数

３者とする。

(3) 構成員の出資比率要件

共同企業体の各構成員の出資比率は、均等割の 10 分の６以上とする。

(4) 代表者の要件

共同企業体の代表者となる構成員は、構成員の中で最大の施工能力を有

し、かつ、出資比率が最大であるものとする。 

(5) その他の要件

経常建設共同企業体でないこと。

５ 共同企業体の協定方法 

協定書は、法務省が定める「特定建設工事共同企業体協定書」による。 

６ 競争参加資格の有効期間 

 認定の日から当該工事の完成の日までとする。ただし、落札者以外の者に

あっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。 

７ 申請書類 

 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（建設工事）に、特定建設工事

共同企業体協定書の写しを添付する。 

８ その他 

(1) 共同企業体の名称は、各構成員の簡略化した名称により、「○○・○○

・○○特定建設工事共同企業体」とする。

(2) 落札者は、契約時において上記５に掲げる特定建設工事共同企業体協定

書の写しを４通提出すること。 

(3) 問い合わせ先 上記２(2)に同じ。
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